
誰
も
が
安
心
し
て

　
　

医
療
を
受
け

ら
れ
る
よ
う
に

　
歳
入
、
歳
出
の
内
訳
を
グ
ラ
フ
に

し
て
い
ま
す
（
円
グ
ラ
フ
参
照
）。

平
成
26
年
度
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
予
算

　
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
（
国
保
会
計
）
は
、
急
速
な
高
齢
化
の
進

展
や
医
療
技
術
の
高
度
化
な
ど
で
医
療
費
が
増
加
し
て
お
り
、
高
齢
者

や
所
得
の
低
い
人
の
加
入
割
合
が
高
い
な
ど
の
構
造
的
要
因
な
ど
に
伴

い
、
と
て
も
厳
し
い
財
政
状
況
で
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

国
保
医
療
課
国
民
健
康
保
険
係　

☎
（
36
）
１
３
６
３

　
市
は
こ
れ
ま
で
、
国
保
会
計
の
不

足
分
を
一
般
会
計
か
ら
の
法
定
外
繰

入
れ
（
被
保
険
者
に
限
ら
ず
市
民
全

体
の
税
金
）で
補
て
ん
し
て
い
ま
す
。

　
赤
字
補
て
ん
額
は
、
平
成
26
年
度

当
初
予
算
額
で
約
３
億
円
強
。
同
25

年
度
と
比
較
し
て
、
約
３
０
０
万
円

減
額
に
は
な
っ
て
い
ま
す
が
、毎
年
、

３
億
円
程
度
の
赤
字
が
発
生
し
て
い

ま
す
。

　
国
保
は
、
病
気
や
け
が
を
し
た
と

平
成
26
年
度
国
民
健
康
保
険
特

別
会
計
（
事
業
勘
定
）
予
算
の

概
要

国
保
税
の
歳
入
に
占
め
る
割
合
は
約

21
％
で
、
歳
入
の
大
半
は
国
・
県
な

ど
の
支
出
金
で
賄
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
歳
出
に
占
め
る
割
合
が
最
も
大
き

い
の
は
、保
険
給
付
費
（
68
・
３
％
）

で
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
（
12
・

１
％
）、
共
同
事
業
拠
出
金
（
11
・

７
％
）、
介
護
納
付
金
（
５
・
１
％
）

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
国
保
税
は
、
被
保
険
者
の

保
険
給
付
費
、後
期
高
齢
者
支
援
金
、

介
護
納
付
金
に
充
て
る
も
の
で
、
国

保
事
業
の
運
営
経
費
（
事
務
員
や
職

員
の
人
件
費
な
ど
）
に
は
一
切
使
っ

て
い
ま
せ
ん
。

　
今
後
は
、
医
療
費
の
伸
び
を
少
し

で
も
抑
え
る
た
め
、
市
で
は
、
市

民
・
被
保
険
者
の
み
な
さ
ん
と
と
も

に
、
健
康
づ
く
り
や
適
正
受
診
な
ど

に
つ
い
て
力
を
入
れ
て
取
り
組
ん
で

い
き
ま
す
。
将
来
に
わ
た
り
、
誰
も

が
安
心
し
て
医
療
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
制
度
と
し
て
維
持
・
継
続
し

て
い
く
た
め
、
引
き
続
き
医
療
費
適

正
化
の
取
り
組
み
を
推
進
し
て
い
き

ま
す
の
で
、
市
民
・
被
保
険
者
の
み

な
さ
ん
の
理
解
と
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

歳入予算額

102億 8570 万円

（100％）

国保税
21億 4089 万円
（20.8％）

国庫支出金
21億 6227 万

円
（21.0％）

療養給付費など交付金
5億 2182 万円
（5.1％）

前期高齢者交付金
28億 2881 万円
（27.5％）

県支出金
5億 2548 万円
（5.1％）

共同事業交付金
11億 3288 万円
（11.0％）

繰入金
9億 5841 万円
（9.3％）

その他
1514万円
（0.2％）

歳出予算額

102億 8570 万円

（100％）

保険給付費
70億 2106 万円
（68.3％）

後期高齢者支援金
12億 5043 万円
（12.1％）

介護納付金
5億 2166 万円
（5.1％）

共同事業拠出金
12億 415万円
（11.7％）

保健事業費
1億 450万円
（1.0％）

その他
5875万円
（0.6％）

総務費
1億 2515 万円
（1.2％）

●色
▽小学生～65歳未満＝青色　　　　　▽65歳以上＝白色
●有効期限　平成29年９月30日まで　
●その他　
①同９月30日までに65歳の誕生日を迎える人
　65歳の誕生月の末日（１日生まれは前月末）までが有効期限です。65歳以上
75歳未満の人は、後期高齢者医療制度への加入を選択した場合のみ、障害者医
療の適用が受けられます。65歳の誕生月の前に案内を送付しますので、後期高
齢者医療制度に加入した場合は、あらためて障害者医療証（65歳以上用）の申
請をしてください。
②精神障害者保健福祉手帳の等級が１級の人
　精神障害者保健福祉手帳の期限までが有効期限です。精神障害者保健福祉手帳
の有効期限が近づいたら、手帳の更新を福祉課（北館１階）で申請してください。
更新交付された手帳の等級が１級の場合は、あらためて障害者医療証の申請が必
要です（障害者医療への申請月の初日から適用）。

■問い合わせ先
▽障害者医療について＝国保医療課後期高齢者医療係　☎（36）１３４８
▽精神障害者保健福祉手帳について＝福祉課障害者福祉係　☎（36）３１３５

……  使用中の障害者医療証の有効期限は９月30日（火）まで  ……

障害者医療証が切り替わります
　障害者医療では、３年ごとに医療証更新をしています。現在持っている障
害者医療証の有効期限は９月30日（火）です。新しい医療証は、９月19日（金）
送付予定です。

【①の場合】 【②の場合】

平成29年９月30日までに65歳に
なる人は、誕生月の末日までが
有効期限（１日生まれの人は前
月末日まで）

精神障害者保健福祉手帳の等級
が１級の人は、精神障害者保健
福祉手帳の有効期限まで

65歳以上75歳未満の人は、後期
高齢者医療制度に加入（選択）
すれば障害者医療の受給可

有効期限が近づいたら、精神障
害者保健福祉手帳の更新手続き
（北館１階福祉課⑮番窓口）

後期高齢者医療制度の加入申請
（本館１階国保医療課⑤番窓口）

更新の結果、精神障害者保健福
祉手帳の等級が１級と認定

障害者医療証の
交付申請
（本館１階国保医療課⑤番窓口）

障害者医療証の
交付申請
（本館１階国保医療課⑤番窓口）

き
、
安
心
し
て
医
療
が
受
け
ら
れ
る

よ
う
、
被
保
険
者
が
保
険
税
を
出
し

合
い
、
必
要
な
医
療
費
に
充
て
て
相

互
に
助
け
合
う
制
度
で
す
。

本年度予算額 前年度予算額 対前年度
増減

歳入 102億8,570万円 102億8,125万円 445万円0.04％

歳出 102億8,570万円 102億8,125万円 445万円0.04％

【新しい障害者医療証】
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